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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

  こども家庭課 

２ 監査実施日 

  令和７年９月２９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年１０月２０日（平塚市監査委員公表第１８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務において、子育て世帯訪問支

援事業の業務委託に係る随意契約につい

て、平塚市契約規則第３９条ただし書き

の特例の適用に誤りがあった。  

平塚市契約規則等に則り事務処理の

方法を再度確認し、今後の事務執行に当

たり適正な措置を講じられたい。 

 

財務に関する事務 

 

（１） 今回指摘のありました平塚市契約規則

第３９条ただし書きの特例適用の誤りに

ついては、適用条項の確認不足が原因で

した。 

契約事務を行う際には、平塚市契約規

則及び平塚市随意契約ガイドラインの

規定に基づき、適用する条項が適当であ

るかについて二重確認を行い、再発防止

を徹底します。 

 

 

 

 

 

 



１ 監査実施対象施設 

  平塚文化芸術ホール及び見附台公園 

２ 監査実施日 

  令和７年９月２９日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年１０月２０日（平塚市監査委員公表第１９号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

対象部課：市民部 文化・交流課、都市整備部 みどり公園・水辺課 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 対象部課において、維持管理運営等業

務費（指定管理料）の支払時期について、

基本協定書と年度協定書の内容に相違が

あった。支払時期については、基本協定

書に明確に定めがあり、それに基づき支

払う必要があったが年度協定書に基づき

支払を行ったため、基本協定書に定めら

れた支払期限を超過していた。対象団体

（指定管理者）と協議し、基本協定書と

年度協定書の内容について整合性を図っ

た上で適切に処理されたい。 

（２） 対象部課において、対象団体（指定管

理者）が開設した経理口座に、基本協定

書に定められた維持管理運営等業務費

（指定管理料）以外の金銭が預けられて

いることについて、認識の誤りがあり適

切な指示を行っていなかったので、基本

協定書を再度確認し、適切な処理を行う

よう指導されたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 令和７年度中に基本協定書の変更によ

り、支払時期を「適法な請求があってか

ら３０日以内」に修正し、基本協定書と

年度協定書の内容の整合性を図ります。 

今後は修正した支払時期に支払いを

完了するよう適正な事務の執行に努め

ます。 

 

 

 

 

（２） 維持管理運営等業務費以外の金銭につ

いては、維持管理運営等業務費を管理す

る口座以外の口座に預け入れるよう指

導し、令和７年１０月１日から別口座で

管理することを書面で確認しました。 

 

対象団体：ひらつか文化パートナーズ 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 対象団体（指定管理者）において、基

本協定書に定められた経理口座に維持管

理運営等業務費（指定管理料）以外の金

銭を預け入れていたので、基本協定書に

則り適切に処理されたい。 

財務に関する事務 

 

（１） 令和７年１０月１日から維持管理運営

等業務費以外の金銭は、維持管理運営等

業務費を管理する口座とは別の口座に

預け入れるように改善し、所管課にも書

面で報告しました。 

  以 上 


